
 

 

 

 

 

 

議会２月定例会議案 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合 

 

 



 

 



議会２月定例会提出議案 

議案番号 議      件      名 

 

１ 

 
 

 

２ 
 

 

３ 
 

 

 
４ 

 

 
 

５ 

 
 

 

６ 
 

 

７ 

 

 専決処分について 

  専決第１号 新潟県市町村総合事務組合規約の変更について 
 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合行政手続条例の一部改正について 
 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例
の一部改正について 

 

 
 平成２６年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１ 
号）について 
 
 

平成２６年度新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計 
補正予算（第２号）について 
 
 
平成２７年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計予算について 
 
 

平成２７年度新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計 
予算について 

 



 

 

 



 

 

議案第１号 

 

専決処分について 

 

 下記事件について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条の規定により準

用する同法第１７９条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、同条第３

項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求める。 

 

  平成２７年２月２８日提出 

 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合長  篠 田   昭 

 

記 

 

専決第１号 新潟県市町村総合事務組合規約の変更について 

 



 

 

 

 

 



専決第１号 

 

専  決  処  分  書 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第 1 項の規定により議会の議決すべ

き事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らか

であると認め、次のとおり専決処分する。 

 

   新潟県市町村総合事務組合規約の変更について 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 286 条第 1 項の規定により、新潟県市町村

総合事務組合規約を次のとおり変更するものとする。 

 

  平成 27 年 2 月 2 日専決 

 

           新潟県後期高齢者医療広域連合 連合長 篠田 昭   

 

   新潟県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

 新潟県市町村総合事務組合規約（平成 16 年総行市第 30 号許可）の一部を次のよう

に変更する。 

別表第 2 の 2の項及び 3 の項中「十日町市」の次に「、見附市」を、「三条･燕･西蒲･

南蒲広域養護老人ホーム施設組合」の次に「、新潟県中越福祉事務組合」を加える。 

   附 則 

この規約は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

 



 

 

 



 

議案第２号 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合行政手続条例の一部改正について 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合行政手続条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

平成２７年２月２８日提出 

 

             新潟県後期高齢者医療広域連合長 篠 田   昭 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合行政手続条例の一部を改正する条例 

 

 新潟県後期高齢者医療広域連合行政手続条例（平成１９年新潟県後期高齢者医療広域連

合条例第６号）の一部を次のように改正する。 

 

                          「第４章 行政指導（第３０条 

第４章の２ 処分等の求め 
－第３４条の２） 
（第３４条の３）」 

 第２条第６号中「名あて人」を「名宛人」に改める。 

 第３条中「第４章」を「第４章の２」に改め、同条第５号中「名あて人」を「名宛人」

に改め、同条第６号中「かかわる」を「関わる」に改める。 

 第４条、第１３条、第１４条第１項及び第２項、第１５条第１項及び第３項、第２２条

第３項及び第２８条中「名あて人」を「名宛人」に改める。 

 第３３条中第３項を第４項とし、第２項中「前項」を「前２項」に改め、同項を同条第

３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、広域連合の機関が許認可等をする 

 権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に 

 対して、次に掲げる事項を示さなければならない。 

 (1) 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項 

 (2) 前号の条項に規定する要件 

 (3) 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由 

 第４章中第３４条の次に次の１条を加える。 

 （行政指導の中止等の求め） 

第３４条の２ 法令に違反する行為の是正を求める行政指導（その根拠となる規定が法律

又は条例に置かれているものに限る。）の相手方は、当該行政指導が当該法律又は条例に

規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした広域連合の機関に対

し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めること

ができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手

続を経てされたものであるときは、この限りでない。 

目次中「第４章 行政指導（第３０条－第３４条）」を 

に改める。 



 



 

２ 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。 

 (1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所 

 (2) 当該行政指導の内容 

 (3) 当該行政指導がその根拠とする法律又は条例の条項 

 (4) 前号の条項に規定する要件 

 (5) 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由 

 (6) その他参考となる事項 

３ 当該広域連合の機関は、第１項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、

当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行

政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。 

 第４章の次に次の１章を加える。 

   第４章の２ 処分等の求め 

第３４条の３ 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされ

るべき処分又は行政指導（その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限

る。）がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行

政指導をする権限を有する広域連合の機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行

政指導をすることを求めることができる。 

２ 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。 

 (1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所 

 (2) 法令に違反する事実の内容 

 (3) 当該処分又は行政指導の内容 

 (4) 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項 

 (5) 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由 

 (6) その他参考となる事項 

３ 当該行政庁又は広域連合の機関は、第１項の規定による申出があったときは、必要な

調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をし

なければならない。 

   附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 



 

 



 

議案第３号 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部改正に

ついて 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部を改正する

条例を次のように定める。 

 

平成２７年２月２８日提出 

 

             新潟県後期高齢者医療広域連合長 篠 田   昭 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部を改正 

する条例 

 

 新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例（平成２０年新潟

県後期高齢者医療広域連合条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 

附則第２項中「平成２７年３月３１日」を「平成２８年３月３１日」に改める。 

    

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 



 

 

 

 



 
 

議案第４号 

 

平成２６年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号）について 

 

 平成２６年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号）は、別紙のと

おりとする。 

 

平成２７年２月２８日提出 

 

 

             新潟県後期高齢者医療広域連合長 篠 田   昭 

 



 
 

 



 

 

 

平成２６年度 

 

一般会計補正予算書（第１号） 

付・予算に関する説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合 

 





議案第４号別紙 

 

平成２６年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号） 

 

 

平成２６年度新潟県後期高齢者医療広域連合の一般会計補正予算（第１号）は、次に

定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

１ 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１５，４６９千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ ２，７３０，２７５千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

平成２７年２月２８日提出 

新潟県後期高齢者医療広域連合 

連合長  篠田 昭 

 

 

 



歳 入

第１表　歳入歳出予算補正

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に か か る 額

歳 入 合 計

                                                  -1-                                                 

 1分 担 金 及 び 負 担 金 925,040 △68,770 856,270

 1負 担 金 925,040 △68,770 856,270

 5繰 越 金 1 84,239 84,240

 1繰 越 金 1 84,239 84,240

1,789,765 1,789,765

2,714,806 15,469 2,730,275



歳 出
（単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に か か る 額

歳 出 合 計

                                                  -2-                                                 

 2総 務 費 2,713,417 15,469 2,728,886

 1総 務 管 理 費 2,713,164 15,469 2,728,633

1,389 1,389

2,714,806 15,469 2,730,275



歳入歳出事項別明細書
総 括

歳 入
（単位：千円）

款 　 　 計 　 　　 補 正 額 　補 正 前 の 額

補正されなかった款にかかる額

歳 入 合 計

                                                  -3-                                                 

　１

　５

分 担 金 及 び 負 担 金

繰 越 金

925,040

1

1,789,765

2,714,806

△68,770

84,239

15,469

856,270

84,240

1,789,765

2,730,275



歳 出

款

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源

（単位：千円）

国県支出金

　　計　　補正前の額 補 正 額

                                                  -4-                                                 

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源

 2総 務 費 2,713,417

1,389

2,714,806

15,469

15,469

2,728,886

1,389

2,730,275 0 0 0

15,469

15,469

補正されなかった

款 に か か る 額

歳 出 合 計



目

款

項

                                               -5-                                               

歳 入

補 正 前 の 額 補 正 額     計     

 1 分担金及び負担金

  1 負担金

   1 市町村負担金

 5 繰越金

  1 繰越金

   1 繰越金

     歳     入     合     計

925,040

925,040

925,040

1

1

1

925,041

△68,770

△68,770

△68,770

84,239

84,239

84,239

15,469

856,270

856,270

856,270

84,240

84,240

84,240

940,510



金 額区 分

説 明

節

                                               -6-                                               

（単位：千円）

 1 

 1 

事 務 費 負 担 金

繰 越 金

△68,770

84,239

共通経費負担金                        68,770

前年度繰越金                          84,239



歳 出

国県支出金

補正前の額  計  

                                                 -7-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

補 正 額

  2 総務費

   1 総務管理費

    1 一般管理費

歳 出 合 計   

2,713,417

2,713,164

2,713,164

2,714,806

15,469

15,469

15,469

15,469

2,728,886

2,728,633

2,728,633

2,730,275 0 0 0

15,469

15,469

15,469

15,469



（単位：千円）

                                                                                             2  総務費

                                                 -8-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

23 償還金利子及び割引料          15,469 003 後期高齢者医療制度事業費              80
   償還金                              80   

005 特別調整交付金事業費              15,389
   償還金                          15,389   



 



 
 

議案第５号 

 

平成２６年度新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第２号）について 

 

 平成２６年度新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

は、別紙のとおりとする。 

 

平成２７年２月２８日提出 

 

 

             新潟県後期高齢者医療広域連合長 篠 田   昭 



 
 

 



 

 

 

平成２６年度 

 

後期高齢者医療特別会計 

補正予算書（第２号） 

付・予算に関する説明書 

 

 

 

 

 

 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合 





議案第５号別紙 

 

平成２６年度新潟県後期高齢者医療広域連合 

後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 

 

平成２６年度新潟県後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

１ 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ７９７，４２８千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ ２５６，４４６，６２１千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  

 

平成２７年２月２８日提出 

新潟県後期高齢者医療広域連合 

連合長  篠田 昭 

 

 

 



歳 入

第１表　歳入歳出予算補正

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に か か る 額

歳 入 合 計

                                                  -1-                                                 

 8繰 越 金 3,628,684 797,428 4,426,112

 1繰 越 金 3,628,684 797,428 4,426,112

252,020,509 252,020,509

255,649,193 797,428 256,446,621



歳 出
（単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に か か る 額

歳 出 合 計

                                                  -2-                                                 

 1総 務 費 851,421 789,191 1,640,612

 1総 務 管 理 費 851,421 789,191 1,640,612

 6諸 支 出 金 3,703,292 8,237 3,711,529

 1償還金及び還付加算金 3,703,291 8,237 3,711,528

251,094,480 251,094,480

255,649,193 797,428 256,446,621



歳入歳出事項別明細書
総 括

歳 入
（単位：千円）

款 　 　 計 　 　　 補 正 額 　補 正 前 の 額

補正されなかった款にかかる額

歳 入 合 計

                                                  -3-                                                 

　８ 繰 越 金 3,628,684

252,020,509

255,649,193

797,428

797,428

4,426,112

252,020,509

256,446,621



歳 出

款

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源

（単位：千円）

国県支出金

　　計　　補正前の額 補 正 額

                                                  -4-                                                 

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源

 1

 6

総 務 費

諸 支 出 金

851,421

3,703,292

251,094,480

255,649,193

789,191

8,237

797,428

1,640,612

3,711,529

251,094,480

256,446,621 0 0 0

789,191

8,237

797,428

補正されなかった

款 に か か る 額

歳 出 合 計



目

款

項

                                               -5-                                               

歳 入

補 正 前 の 額 補 正 額     計     

 8 繰越金

  1 繰越金

   1 繰越金

     歳     入     合     計

3,628,684

3,628,684

3,628,684

3,628,684

797,428

797,428

797,428

797,428

4,426,112

4,426,112

4,426,112

4,426,112



金 額区 分

説 明

節

                                               -6-                                               

（単位：千円）

 1 繰 越 金 797,428 前年度繰越金                         797,428



歳 出

国県支出金

補正前の額  計  

                                                 -7-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

補 正 額

  1 総務費

   1 総務管理費

    1 一般管理費

851,421

851,421

851,421

789,191

789,191

789,191

1,640,612

1,640,612

1,640,612

789,191

789,191

789,191



（単位：千円）

                                                                                             1  総務費

                                                 -8-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

25 積立金                        789,191 005 医療財政調整基金経費             789,191
   医療財政調整基金積立金         789,191   



国県支出金

補正前の額  計  

                                                 -9-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

補 正 額

  6 諸支出金

   1 償還金及び還
     付加算金     

    2 償還金

    3 還付加算金

歳 出 合 計   

3,703,292

3,703,291

3,677,894

397

255,649,193

8,237

8,237

6,808

1,429

797,428

3,711,529

3,711,528

3,684,702

1,826

256,446,621 0 0 0

8,237

8,237

6,808

1,429

797,428



（単位：千円）

                                                                                           6  諸支出金

                                                 -10-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

23 

23 

償還金利子及び割引料          

償還金利子及び割引料          

6,808

1,429

001 償還金                             6,808
   特別調整交付金返還金               734   
   一部負担等差額補てん金           6,074   

001 還付加算金                         1,429
   還付加算金                       1,429   



 



 
 

議案第６号 

 

平成２７年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計予算について 

 

 平成２７年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計予算は、別紙のとおりとする。 

 

平成２７年２月２８日提出 

 

 

             新潟県後期高齢者医療広域連合長 篠 田   昭 

 



 
 

 



 

 

 

平成２７年度 

 

一 般 会 計 予 算 書 

付・予算に関する説明書 

 

 

 

 

 

 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合 

 

 





議案第６号別紙 

 

平成２７年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計予算 

 

 

平成２７年度新潟県後期高齢者医療広域連合の一般会計の予算は、次に定めるところ

による。 

 

（歳入歳出予算） 

１ 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，９３９，６８３千円と定める。 

 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

 

 

 

平成２７年２月２８日提出 

新潟県後期高齢者医療広域連合 

連合長  篠田 昭 

 

 

 



歳 入

第１表　歳入歳出予算

（単位：千円）

款 項 金 額

歳 入 合 計

                                                  -1-                                                 

 1 分 担 金 及 び 負 担 金 974,316

 1 負 担 金 974,316

 2 国 庫 支 出 金 1,957,705

 1 国 庫 補 助 金 1,957,705

 3 財 産 収 入 300

 1 財 産 運 用 収 入 300

 4 繰 入 金 6,978

 1 基 金 繰 入 金 6,978

 5 繰 越 金 1

 1 繰 越 金 1

 6 諸 収 入 383

 1 預 金 利 子 100

 2 雑 入 283

2,939,683



歳 出
（単位：千円）

款 項 金 額

歳 出 合 計

                                                  -2-                                                 

 1 議 会 費 1,289

 1 議 会 費 1,289

 2 総 務 費 2,938,294

 1 総 務 管 理 費 2,938,040

 2 選 挙 費 102

 3 監 査 委 員 費 152

 3 予 備 費 100

 1 予 備 費 100

2,939,683



歳入歳出事項別明細書
総 括

歳 入
（単位：千円）

款 比 較前 年 度 予 算 額本 年 度 予 算 額

歳 入 合 計

                                                  -3-                                                 

　１

　２

　３

　４

　５

　６

分 担 金 及 び 負 担 金

国 庫 支 出 金

財 産 収 入

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

974,316

1,957,705

300

6,978

1

383

2,939,683

925,040

1,780,873

700

7,710

1

482

2,714,806

49,276

176,832

△400

△732

0

△99

224,877



歳 出

款

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源

（単位：千円）

国県支出金

比 較

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

                                                  -4-                                                 

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源

 1

 2

 3

議 会 費

総 務 費

予 備 費

1,289

2,938,294

100

2,939,683

1,289

2,713,417

100

2,714,806

0

224,877

0

224,877

1,957,705

1,957,705 0

7,561

7,561

1,289

973,028

100

974,417歳 出 合 計



目

款

項

                                               -5-                                               

歳 入

本年 度予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較

 1 分担金及び負担金

  1 負担金

   1 市町村負担金

 2 国庫支出金

  1 国庫補助金

   1 民生費国庫補助金

 3 財産収入

  1 財産運用収入

   1 利子及び配当金

 4 繰入金

  1 基金繰入金

   1 臨時特例基金繰入金

 5 繰越金

  1 繰越金

   1 繰越金

 6 諸収入

  1 預金利子

   1 預金利子

  2 雑入

974,316

974,316

974,316

1,957,705

1,957,705

1,957,705

300

300

300

6,978

6,978

6,978

1

1

1

383

100

100

283

925,040

925,040

925,040

1,780,873

1,780,873

1,780,873

700

700

700

7,710

7,710

7,710

1

1

1

482

100

100

382

49,276

49,276

49,276

176,832

176,832

176,832

△400

△400

△400

△732

△732

△732

0

0

0

△99

0

0

△99



金 額区 分

説 明

節

                                               -6-                                               

（単位：千円）

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

事 務 費 負 担 金

社 会 福 祉 費 補 助 金

利 子 及 び 配 当 金

臨 時 特 例 基 金 繰 入 金

繰 越 金

預 金 利 子

974,316

1,957,705

300

6,978

1

100

共通経費負担金                       974,316

高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金        
                                   1,869,749
特別調整交付金                        80,921
後期高齢者医療制度事業費補助金（医療費適正化
等推進事業分）                         7,035

臨時特例基金運用利子収入                 300

臨時特例基金繰入金                     6,978

前年度繰越金                               1

預金利子                                 100



目

款

項

                                               -7-                                               

本年 度予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較

   1 雑入

     歳     入     合     計

283

2,939,683

382

2,714,806

△99

224,877



金 額区 分

説 明

節

                                               -8-                                               

（単位：千円）

 1 雑 入 283 職員宿舎利用者負担分                      72
職員駐車場利用者負担分                   211



歳 出

国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較

                                                 -9-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

  1 議会費

   1 議会費

    1 議会費

1,289

1,289

1,289

1,289

1,289

1,289

0

0

0

1,289

1,289

1,289



（単位：千円）

                                                                                             1  議会費

                                                 -10-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

 1 

 9 

11 

14 

報酬                          

旅費                          

需用費                        

使用料及び賃借料              

656

431

42

160

001 議会運営費                         1,289
   議長報酬                            30   
   副議長報酬                          24   
   議員報酬                           602   
   費用弁償                           431   
   食糧費                              42   
   会場借上料                         121   
   自治会館駐車場使用料                39   



国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較

                                                 -11-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

  2 総務費

   1 総務管理費

    1 一般管理費
 (国) 高齢者医療制度円滑運営臨時
      特例交付金       1,869,749
 (国) 特別調整交付金      80,921
 (国) 後期高齢者医療制度事業費補
      助金（医療費適正化等推進事
      業分）               7,035
 (他) 臨時特例基金運用利子収入  
                             300
 (他) 臨時特例基金繰入金   6,978
 (他) 職員宿舎利用者負担分    72
 (他) 職員駐車場利用者負担分 211

2,938,294

2,938,040

2,938,040

2,713,417

2,713,164

2,713,164

224,877

224,876

224,876

1,957,705

1,957,705

1,957,705

7,561

7,561

7,561

973,028

972,774

972,774



（単位：千円）

                                                                                             2  総務費

                                                 -12-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

 1 

 8 

 9 

11 

12 

13 

14 

18 

19 

25 

28 

報酬                          

報償費                        

旅費                          

需用費                        

役務費                        

委託料                        

使用料及び賃借料              

備品購入費                    

負担金、補助及び交付金        

積立金                        

繰出金                        

178

511

478

2,774

7,823

17,902

14,347

200

137,709

1,870,049

886,069

001 一般管理事務費                   910,488
   連合長報酬                          60   
   副連合長報酬                        48   
   情報公開・個人情報保護審査会委員         
   報酬                                70   
   高齢者医療研究会委員謝礼           242   
   法律相談謝礼                       108   
   費用弁償                            61   
   普通旅費                           417   
   消耗品費                         2,647   
   燃料費                              64   
   食糧費                               9   
   修繕料                              50   
   通信運搬費                       1,736   
   手数料                             202   
   事務機器保守委託料                 415   
   例規保守委託料                     216   
   広報チラシ等作成業務委託料       4,684   
   文書廃棄業務委託料                 105   
   会場借上料                         454   
   タクシー使用料                      48   
   レンタカー使用料                   360   
   自治会館駐車場使用料                60   
   高速道路等使用料                 1,349   
   駐車場使用料                         3   
   テレビ受信料                        15   
   事務室借上料                     9,251   
   事務機器賃借料                   1,145   
   事務用ファイルサーバ賃借料         229   
   事務所備品購入費                   200   
   新潟県市町村総合事務組合負担金      66   
   地方公共団体情報システム機構負担         
   金                                  45   
   全国後期高齢者医療広域連合協議会         
   分担金                              60   
   特別会計事務費繰出金           886,069   

002 職員派遣関係経費                  55,415
   職員宿舎借上料                     720   
   職員駐車場借上料                   687   
   派遣職員人件費等負担金          54,008   

003 後期高齢者医療制度事業費          14,071
   ジェネリック医薬品差額通知郵送料         
                                    5,876   
   広報チラシ等作成業務委託料         477   
   ジェネリック医薬品差額通知業務委         
   託料                             7,718   

004 臨時特例基金事業費             1,877,027



国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較

                                                 -13-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳



（単位：千円）

                                                                                             2  総務費

                                                 -14-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

   広報チラシ等作成業務委託料       3,478   
   後期高齢者医療制度特別対策補助金         
                                    3,500   
   臨時特例基金積立金（利子分）       300   
   臨時特例基金積立金           1,869,749   

005 特別調整交付金事業費              81,039
   医療懇談会委員謝礼                 161   
   食糧費                               4   
   医療懇談会郵送料                     9   
   広報チラシ等作成業務委託料         809   
   会場借上料                          24   
   自治会館駐車場使用料                 2   
   新潟県保険者協議会負担金            30   
   後期高齢者医療制度特別対策補助金         
                                   80,000   



国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較

                                                 -15-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

   2 選挙費

    1 選挙管理委員
      会費

102

102

102

102

0

0

102

102



（単位：千円）

                                                                                             2  総務費

                                                 -16-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

 1 

 9 

報酬                          

旅費                          

87

15

001 選挙管理委員会費                     102
   委員報酬                            87   
   費用弁償                            15   



国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較

                                                 -17-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

   3 監査委員費

    1 監査委員費

152

152

151

151

1

1

152

152



（単位：千円）

                                                                                             2  総務費

                                                 -18-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

 1 

 9 

14 

報酬                          

旅費                          

使用料及び賃借料              

96

51

5

001 監査委員費                           152
   委員報酬                            96   
   費用弁償                            51   
   会場借上料                           5   



国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較

                                                 -19-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

  3 予備費

   1 予備費

    1 予備費

歳 出 合 計   

100

100

100

2,939,683

100

100

100

2,714,806

0

0

0

224,877 1,957,705 0 7,561

100

100

100

974,417



（単位：千円）

                                                                                             3  予備費

                                                 -20-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

001 予備費                               100
   予備費                             100   



給与費明細書

　特別職 （単位：千円）

報酬 給料
期末
手当

地域
手当

寒冷地
手当

その他
手当

計

長等
2 108 108 108

議員
30 656 656 656

その他
特別職 11 253 253 253

計
43 1,017 1,017 1,017

長等
2 108 108 108

議員
30 656 656 656

その他
特別職 11 253 253 253

計
43 1,017 1,017 1,017

長等
0 0 0 0

議員
0 0 0 0

その他
特別職 0 0 0 0

計
0 0 0 0

備考

比
較

 　長等とは連合長及び副連合長をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。

合計
備
考

本
年
度

前
年
度

区分
職員数
（人）

給与費
共済費

- 21 -



 
 

議案第７号 

 

平成２７年度新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算について 

 

 平成２７年度新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算は、別紙のと

おりとする。 

 

平成２７年２月２８日提出 

 

 

             新潟県後期高齢者医療広域連合長 篠 田   昭 



 
 

 



 

 

 

平成２７年度 

 

後期高齢者医療特別会計予算書 

付・予算に関する説明書 

 

 

 

 

 

 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合 

 

 





議案第７号別紙 

 

平成２７年度新潟県後期高齢者医療広域連合 

後期高齢者医療特別会計予算 

 

 

平成２７年度新潟県後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療特別会計の予算は、次

に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２５９，４８０，８４１千円と定

める。 

 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条において準用する同法第 

 ２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２０，０００，

０００千円と定める。 

 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２９２条において準用する同法第２２０条第２項ただし書の 

 規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお 

 りと定める。 

  ２款保険給付費の各項に計上した負担金補助及び交付金に係る予算額に過不足 

 を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 

 

 

平成２７年２月２８日提出 

新潟県後期高齢者医療広域連合 

連合長  篠田 昭 

 



歳 入

第１表　歳入歳出予算

（単位：千円）

款 項 金 額

                                                  -1-                                                 

 1 市 町 村 支 出 金 41,346,891

 1 市 町 村 負 担 金 41,346,891

 2 国 庫 支 出 金 86,277,799

 1 国 庫 負 担 金 62,217,757

 2 国 庫 補 助 金 24,060,042

 3 県 支 出 金 21,538,730

 1 県 負 担 金 21,238,730

 2 県財政安定化基金支出金 300,000

 4 支 払 基 金 交 付 金 105,386,684

 1 支 払 基 金 交 付 金 105,386,684

 5 特別高額医療費共同事業交 56,670

付金                     1 特別高額医療費共同事業交 56,670

付金                    

 6 財 産 収 入 1,700

 1 財 産 運 用 収 入 1,700

 7 繰 入 金 4,575,532

 1 一 般 会 計 繰 入 金 886,069

 2 基 金 繰 入 金 3,689,463

 8 繰 越 金 1

 1 繰 越 金 1

 9 県財政安定化基金借入金 1

 1 県財政安定化基金借入金 1

10 諸 収 入 296,833

 1 預 金 利 子 1,000

 2 延滞金、加算金及び過料 2



（単位：千円）

款 項 金 額

歳 入 合 計

                                                  -2-                                                 

 3 雑 入 295,831

259,480,841



歳 出
（単位：千円）

款 項 金 額

歳 出 合 計

                                                  -3-                                                 

 1 総 務 費 900,629

 1 総 務 管 理 費 900,629

 2 保 険 給 付 費 257,816,168

 1 療 養 諸 費 248,435,675

 2 高 額 療 養 諸 費 8,288,343

 3 そ の 他 医 療 給 付 費 1,092,150

 3 県財政安定化基金拠出金 100,962

 1 県財政安定化基金拠出金 100,962

 4 特別高額医療費共同事業拠 56,920

出金                     1 特別高額医療費共同事業拠 56,920

出金                    

 5 保 健 事 業 費 451,523

 1 健 康 保 持 増 進 事 業 費 451,523

 6 諸 支 出 金 134,139

 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 134,138

 2 延 滞 金 1

 7 公 債 費 20,000

 1 公 債 費 20,000

 8 予 備 費 500

 1 予 備 費 500

259,480,841



 

‐ 4 ‐ 

 



歳入歳出事項別明細書
総 括

歳 入
（単位：千円）

款 比 較前 年 度 予 算 額本 年 度 予 算 額

歳 入 合 計

                                                  -5-                                                 

　１

　２

　３

　４

　５

　６

　７

　８

　９

１０

市 町 村 支 出 金

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

支 払 基 金 交 付 金

特別高額医療費共同事業交付金

財 産 収 入

繰 入 金

繰 越 金

県 財 政 安 定 化 基 金 借 入 金

諸 収 入

41,346,891

86,277,799

21,538,730

105,386,684

56,670

1,700

4,575,532

1

1

296,833

259,480,841

40,505,278

83,791,457

20,927,643

102,381,130

53,564

3,500

4,011,875

1

1

296,851

251,971,300

841,613

2,486,342

611,087

3,005,554

3,106

△1,800

563,657

0

0

△18

7,509,541



歳 出

款

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源

（単位：千円）

国県支出金

比 較

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

                                                  -6-                                                 

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

総 務 費

保 険 給 付 費

県財政安定化基金

拠出金          

特別高額医療費共

同事業拠出金    

保 健 事 業 費

諸 支 出 金

公 債 費

予 備 費

900,629

257,816,168

100,962

56,920

451,523

134,139

20,000

500

259,480,841

851,421

250,492,606

100,962

53,814

426,598

25,399

20,000

500

251,971,300

49,208

7,323,562

0

3,106

24,925

108,740

0

0

7,509,541

107,657,585

158,944

107,816,529 0

887,269

126,215,336

500

127,103,105

13,360

23,943,247

100,962

56,920

292,579

134,139

20,000

24,561,207歳 出 合 計



目

款

項

                                               -7-                                               

歳 入

本年 度予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較

 1 市町村支出金

  1 市町村負担金

   1 保険料等負担金

   2 療養給付費負担金

 2 国庫支出金

  1 国庫負担金

   1 療養給付費負担金

   2 高額医療費負担金

  2 国庫補助金

   1 調整交付金

   2 後期高齢者医療制度事業費補助
     金                          

 3 県支出金

  1 県負担金

   1 療養給付費負担金

   2 高額医療費負担金

  2 県財政安定化基金支出金

   1 県財政安定化基金交付金

41,346,891

41,346,891

20,857,378

20,489,513

86,277,799

62,217,757

61,468,540

749,217

24,060,042

23,901,098

158,944

21,538,730

21,238,730

20,489,513

749,217

300,000

300,000

40,505,278

40,505,278

20,600,230

19,905,048

83,791,457

60,437,736

59,715,141

722,595

23,353,721

23,208,499

145,222

20,927,643

20,627,643

19,905,048

722,595

300,000

300,000

841,613

841,613

257,148

584,465

2,486,342

1,780,021

1,753,399

26,622

706,321

692,599

13,722

611,087

611,087

584,465

26,622

0

0



金 額区 分

説 明

節

                                               -8-                                               

（単位：千円）

 1 

 1 

 1 

 1 

 2 

 1 

 1 

 1 

 1 

 2 

保 険 料 等 負 担 金

現 年 度 分

現 年 度 分

高額医療費負担金（現年度分）

高額医療費負担金（過年度分）

調 整 交 付 金

後期高齢者医療制度事業費補助金

現 年 度 分

高額医療費負担金（現年度分）

高額医療費負担金（過年度分）

20,857,378

20,489,513

61,468,540

743,787

5,430

23,901,098

158,944

20,489,513

743,787

5,430

保険料等負担金                    20,857,378

療養給付費負担金　現年度分        20,489,513

療養給付費負担金　現年度分        61,468,540

高額医療費負担金                     743,787

過年度分高額医療費負担金               5,430

普通調整交付金                    23,901,098

後期高齢者医療制度事業費補助金（健康診査事業
分）                                 158,944

療養給付費負担金　現年度分        20,489,513

高額医療費負担金                     743,787

高額医療費負担金（過年度分）           5,430



目

款

項

                                               -9-                                               

本年 度予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較

 4 支払基金交付金

  1 支払基金交付金

   1 後期高齢者交付金

 5 特別高額医療費共同事業交付金

  1 特別高額医療費共同事業交付金

   1 特別高額医療費共同事業交付金

 6 財産収入

  1 財産運用収入

   1 利子及び配当金

 7 繰入金

  1 一般会計繰入金

   1 一般会計繰入金

  2 基金繰入金

   1 基金繰入金

 8 繰越金

  1 繰越金

   1 繰越金

 9 県財政安定化基金借入金

  1 県財政安定化基金借入金

105,386,684

105,386,684

105,386,684

56,670

56,670

56,670

1,700

1,700

1,700

4,575,532

886,069

886,069

3,689,463

3,689,463

1

1

1

1

1

102,381,130

102,381,130

102,381,130

53,564

53,564

53,564

3,500

3,500

3,500

4,011,875

835,041

835,041

3,176,834

3,176,834

1

1

1

1

1

3,005,554

3,005,554

3,005,554

3,106

3,106

3,106

△1,800

△1,800

△1,800

563,657

51,028

51,028

512,629

512,629

0

0

0

0

0



金 額区 分

説 明

節

                                               -10-                                               

（単位：千円）

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 2 

 1 

県 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金

現 年 度 分

特別高額医療費共同事業交付金

利 子 及 び 配 当 金

事 務 費 繰 入 金

臨 時 特 例 基 金 繰 入 金

医 療 財 政 調 整 基 金 繰 入 金

繰 越 金

300,000

105,386,684

56,670

1,700

886,069

1,869,748

1,819,715

1

県財政安定化基金交付金               300,000

後期高齢者交付金　現年度分       105,386,684

特別高額医療費共同事業交付金          56,670

医療財政調整基金運用利子収入           1,700

事務費繰入金                         886,069

臨時特例基金繰入金                 1,869,748

医療財政調整基金繰入金             1,819,715

前年度繰越金                               1



目

款

項

                                               -11-                                               

本年 度予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較

   1 県財政安定化基金借入金

10 諸収入

  1 預金利子

   1 預金利子

  2 延滞金、加算金及び過料

   1 延滞金

   2 過料

  3 雑入

   1 第三者納付金

   2 返納金

   3 雑入

     歳     入     合     計

1

296,833

1,000

1,000

2

1

1

295,831

282,469

2

13,360

259,480,841

1

296,851

1,000

1,000

2

1

1

295,849

282,469

1

13,379

251,971,300

0

△18

0

0

0

0

0

△18

0

1

△19

7,509,541



金 額区 分

説 明

節

                                               -12-                                               

（単位：千円）

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

県 財 政 安 定 化 基 金 借 入 金

預 金 利 子

延 滞 金

過 料

第 三 者 納 付 金

返 納 金

雑 入

1

1,000

1

1

282,469

2

13,360

県財政安定化基金借入金                     1

預金利子                               1,000

延滞金                                     1

過料                                       1

第三者納付金                         282,469

返納金                                     1
返納金（負担割合差額分）                   1

電算システム回線共有負担金            13,360



歳 出

国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較

                                                 -13-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

  1 総務費

   1 総務管理費

    1 一般管理費
 (他) 医療財政調整基金運用利子収
      入                   1,700
 (他) 事務費繰入金       885,569

900,629

900,629

900,629

851,421

851,421

851,421

49,208

49,208

49,208

887,269

887,269

887,269

13,360

13,360

13,360



（単位：千円）

                                                                                             1  総務費

                                                 -14-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

 9 

11 

12 

13 

14 

19 

25 

旅費                          

需用費                        

役務費                        

委託料                        

使用料及び賃借料              

負担金、補助及び交付金        

積立金                        

551

6,705

57,761

559,084

151,644

123,184

1,700

001 業務一般管理事務費               116,281
   普通旅費                           551   
   消耗品費                           300   
   派遣職員人件費等負担金         115,430   
                                            
002 医療給付経費                     461,563
   印刷製本費                       4,808   
   通信運搬費                      34,144   
   被保険者証等作成封入封緘業務委託         
   料                              17,628   
   レセプト２次点検業務委託料      95,998   
   過誤処理業務委託料              12,800   
   審査支払システム手数料          33,385   
   審査支払共同電算手数料         207,358   
   減額認定証作成業務委託料         3,275   
   給付関係現金支給処理業務委託料  33,425   
   人材派遣業務委託料               9,354   
   高額介護合算療養費申請書入力業務         
   委託料                           1,634   
   第三者行為求償事務受益者負担金   7,754   

003 保険料賦課経費                       870
   消耗品費                            97   
   通信運搬費                          25   
   被扶養者情報提供料                 748   

004 電算システム経費                 320,215
   消耗品費                         1,000   
   修繕料                             500   
   通信運搬費                      23,592   
   システム構築等業務委託料        52,098   
   セキュリティ業務委託料           9,013   
   稼動維持支援等業務委託料        82,044   
   全国町字ファイル保守業務委託料     324   
   電算システム賃借料             151,644   

005 医療財政調整基金経費               1,700
   医療財政調整基金積立金（利子分）         
                                    1,700   



国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較

                                                 -15-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

  2 保険給付費

   1 療養諸費

    1 療養給付費

    2 療養費

    3 食事・生活療
      養費

 (国) 療養給付費負担金　現年度分
                      57,696,680
 (国) 高額医療費負担金   743,787
 (国) 過年度分高額医療費負担金  
                           5,430
 (国) 普通調整交付金  22,434,466
 (県) 療養給付費負担金　現年度分
                      19,232,229
 (県) 高額医療費負担金   743,787
 (県) 高額医療費負担金（過年度分
      ）                   5,430
 (県) 県財政安定化基金交付金    
                         300,000
 (他) 療養給付費負担金　現年度分
                      19,232,229
 (他) 後期高齢者交付金　現年度分
                      98,919,899
 (他) 特別高額医療費共同事業交付
      金                  53,193
 (他) 第三者納付金       265,137

 (国) 療養給付費負担金　現年度分
                         479,455
 (国) 普通調整交付金     186,429
 (県) 療養給付費負担金　現年度分
                         159,818
 (他) 療養給付費負担金　現年度分
                         159,818
 (他) 後期高齢者交付金　現年度分
                         822,016
 (他) 特別高額医療費共同事業交付
      金                     442
 (他) 第三者納付金         2,203

 (国) 療養給付費負担金　現年度分
                       1,180,196
 (国) 普通調整交付金     458,901
 (県) 療養給付費負担金　現年度分
                         393,399
 (他) 療養給付費負担金　現年度分
                         393,399
 (他) 後期高齢者交付金　現年度分
                       2,023,424
 (他) 特別高額医療費共同事業交付
      金                   1,088

257,816,168

248,435,675

240,338,267

1,997,191

4,916,162

250,492,606

241,388,220

233,383,812

1,957,702

4,897,986

7,323,562

7,047,455

6,954,455

39,489

18,176

107,657,585

104,230,924

101,161,809

825,702

2,032,496

126,215,336

122,129,747

118,470,458

984,479

2,423,334

23,943,247

22,075,004

20,706,000

187,010

460,332



（単位：千円）

                                                                                         2  保険給付費
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区 分

 節  

金 額

説 明

19 

19 

19 

負担金、補助及び交付金        

負担金、補助及び交付金        

負担金、補助及び交付金        

240,338,267

1,997,191

4,916,162

001 療養給付費                   240,338,267
   療養給付費                 240,338,267   

001 療養費                         1,997,191
   療養費                       1,997,191   

001 食事・生活療養費               4,916,162
   食事・生活療養費             4,916,162   



国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較

                                                 -17-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

    4 訪問看護療養
      費

    5 特別療養費

    6 移送費

    7 審査支払手数
      料

 (他) 第三者納付金         5,423

 (国) 療養給付費負担金　現年度分
                         122,322
 (国) 普通調整交付金      47,563
 (県) 療養給付費負担金　現年度分
                          40,774
 (他) 療養給付費負担金　現年度分
                          40,774
 (他) 後期高齢者交付金　現年度分
                         209,720
 (他) 特別高額医療費共同事業交付
      金                     113
 (他) 第三者納付金           562

 (他) 後期高齢者交付金　現年度分
                               1

 (国) 療養給付費負担金　現年度分
                             150
 (国) 普通調整交付金          60
 (県) 療養給付費負担金　現年度分
                              48
 (他) 療養給付費負担金　現年度分
                              48
 (他) 後期高齢者交付金　現年度分
                             258

509,540

1

600

673,914

490,048

1

600

658,071

19,492

0

0

15,843

210,659

258

251,169

1

306

47,712

36

673,914



（単位：千円）

                                                                                         2  保険給付費

                                                 -18-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

19 

19 

19 

13 

負担金、補助及び交付金        

負担金、補助及び交付金        

負担金、補助及び交付金        

委託料                        

509,540

1

600

673,914

001 訪問看護療養費                   509,540
   訪問看護療養費                 509,540   

001 特別療養費                             1
   特別療養費                           1   

001 移送費                               600
   移送費                             600   

001 審査支払手数料                   673,914
   審査支払委託料                 673,914   



国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較

                                                 -19-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

   2 高額療養諸費

    1 高額療養費

    2 高額介護合算
      療養費

 (国) 療養給付費負担金　現年度分
                       1,950,397
 (国) 普通調整交付金     758,382
 (県) 療養給付費負担金　現年度分
                         650,132
 (他) 療養給付費負担金　現年度分
                         650,132
 (他) 後期高齢者交付金　現年度分
                       3,343,919
 (他) 特別高額医療費共同事業交付
      金                   1,798
 (他) 第三者納付金         8,963

 (国) 療養給付費負担金　現年度分
                          39,340
 (国) 普通調整交付金      15,297
 (県) 療養給付費負担金　現年度分
                          13,113
 (他) 療養給付費負担金　現年度分
                          13,113
 (他) 後期高齢者交付金　現年度分
                          67,447
 (他) 特別高額医療費共同事業交付
      金                      36
 (他) 第三者納付金           181

8,288,343

8,124,470

163,873

8,024,836

7,858,170

166,666

263,507

266,300

△2,793

3,426,661

3,358,911

67,750

4,085,589

4,004,812

80,777

776,093

760,747

15,346



（単位：千円）

                                                                                         2  保険給付費

                                                 -20-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

19 

19 

負担金、補助及び交付金        

負担金、補助及び交付金        

8,124,470

163,873

001 高額療養費                     8,124,470
   高額療養費                   8,124,470   

001 高額介護合算療養費               163,873
   高額介護合算療養費             163,873   



国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較

                                                 -21-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

   3 その他医療給
     付費         

    1 葬祭費

1,092,150

1,092,150

1,079,550

1,079,550

12,600

12,600

1,092,150

1,092,150



（単位：千円）

                                                                                         2  保険給付費

                                                 -22-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

19 負担金、補助及び交付金        1,092,150 001 葬祭費                         1,092,150
   葬祭費                       1,092,150   



国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較

                                                 -23-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

  3 県財政安定化基
    金拠出金      

   1 県財政安定化
     基金拠出金   

    1 県財政安定化
      基金拠出金

100,962

100,962

100,962

100,962

100,962

100,962

0

0

0

100,962

100,962

100,962



（単位：千円）

                                                                             3  県財政安定化基金拠出金

                                                 -24-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

19 負担金、補助及び交付金        100,962 001 県財政安定化基金拠出金           100,962
   財政安定化基金拠出金           100,962   



国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較

                                                 -25-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

  4 特別高額医療費
    共同事業拠出金

   1 特別高額医療
     費共同事業拠
     出金         

    1 特別高額医療
      費共同事業拠
      出金

    2 特別高額医療
      費共同事業事
      務費拠出金

56,920

56,920

56,670

250

53,814

53,814

53,564

250

3,106

3,106

3,106

0

56,920

56,920

56,670

250



（単位：千円）

                                                                       4  特別高額医療費共同事業拠出金

                                                 -26-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

19 

19 

負担金、補助及び交付金        

負担金、補助及び交付金        

56,670

250

001 特別高額医療費共同事業拠出金      56,670
   特別高額医療費共同事業拠出金    56,670   

001 特別高額医療費共同事業事務費拠出        
    金                                   250
   特別高額医療費共同事業事務費拠出         
   金                                 250   



国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較

                                                 -27-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

  5 保健事業費

   1 健康保持増進
     事業費       

    1 健康診査費
 (国) 後期高齢者医療制度事業費補
      助金（健康診査事業分）    
                         158,944

451,523

451,523

451,523

426,598

426,598

426,598

24,925

24,925

24,925

158,944

158,944

158,944

292,579

292,579

292,579



（単位：千円）

                                                                                         5  保健事業費

                                                 -28-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

13 委託料                        451,523 001 健康診査事業費                   451,523
   健康診査業務委託料             435,942   
   歯科健診業務委託料              15,580   
   医療費分析業務委託料                 1   



国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較

                                                 -29-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

  6 諸支出金

   1 償還金及び還
     付加算金     

    1 保険料還付金

    2 償還金

    3 還付加算金

134,139

134,138

25,000

108,741

397

25,399

25,398

25,000

1

397

108,740

108,740

0

108,740

0

134,139

134,138

25,000

108,741

397



（単位：千円）

                                                                                           6  諸支出金

                                                 -30-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

23 

23 

23 

償還金利子及び割引料          

償還金利子及び割引料          

償還金利子及び割引料          

25,000

108,741

397

001 保険料還付金                      25,000
   保険料還付金                    25,000   

001 償還金                           108,741
   国庫負担金返還金                50,078   
   県負担金返還金                  46,940   
   市町村負担金返還金               1,570   
   支払基金返還金                  10,153   

001 還付加算金                           397
   還付加算金                         397   



国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較

                                                 -31-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

   2 延滞金

    1 延滞金

1

1

1

1

0

0

1

1



（単位：千円）

                                                                                           6  諸支出金

                                                 -32-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

23 償還金利子及び割引料          1 001 延滞金                                 1
   延滞金                               1   



国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較

                                                 -33-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

  7 公債費

   1 公債費

    1 利子

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

0

0

0

20,000

20,000

20,000



（単位：千円）

                                                                                             7  公債費

                                                 -34-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

23 償還金利子及び割引料          20,000 001 一時借入金利子                    20,000
   一時借入金利子                  20,000   



国県支出金

本 年 度

予 算 額

前 年 度

予 算 額

比 較

                                                 -35-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

 款  

 項  

 目  

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

  8 予備費

   1 予備費

    1 予備費
 (他) 事務費繰入金           500

歳 出 合 計   

500

500

500

259,480,841

500

500

500

251,971,300

0

0

0

7,509,541107,816,529 0

500

500

500

127,103,10524,561,207



（単位：千円）

                                                                                             8  予備費

                                                 -36-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

001 予備費                               500
   予備費                             500   



議案
番号

件　　　　　名 主な内容

1

専決処分について

　専決処分第１号
　　新潟県市町村総合事務組合規約の
    変更について

公平委員会に関する共同処理事務に見附市及び新
潟県中越福祉事務組合が加わる規約の変更につい
て、新潟県総合事務組合の国に対する許可申請期
限までに変更する必要があることから専決処分と
したもの

2
新潟県後期高齢者医療広域連合行政手
続条例の一部改正について

行政手続法の一部改正にあわせ、新潟県後期高齢
者医療広域連合行政手続条例についても同様の改
正を行うもの

3
新潟県後期高齢者医療広域連合後期高
齢者医療制度臨時特例基金条例の一部
改正について

失効期日を平成27年度末とするため、所要の改正
を行うもの

4
平成26年度新潟県後期高齢者医療広域
連合一般会計補正予算（第１号）につ
いて

前年度繰越金を確定するとともに、前年度事業実
績の精算に伴う共通経費負担金及び償還金を補正
するもの

【補正前】　           2,714,806千円
【補正額】　           　 15,469千円
【補正後】　　         2,730,275千円

5
平成26年度新潟県後期高齢者医療広域
連合後期高齢者医療特別会計補正予算
（第２号）について

前年度繰越金を確定するとともに、前年度事業実
績の精算に伴う償還金等や医療財政調整基金積立
金を補正するもの

【補正前】　         255,649,193千円
【補正額】             　797,428千円
【補正後】           256,446,621千円

6
平成27年度新潟県後期高齢者医療広域
連合一般会計予算について

歳入歳出総額　   　　 2,939,683千円

7
平成27年度新潟県後期高齢者医療広域
連合後期高齢者医療特別会計予算につ
いて

歳入歳出総額         259,480,841千円
（一時借入金限度額　　20,000,000千円）

平成27年２月定例会提出議案の概要



 

 

 

 
 

 

議案第１号関係 
 

 

 

専決第１号 

新潟県市町村総合事務組合規約の変更について 

 

 

 

 

 

 

 



議案第１号 専決処分について 

専決第１号 新潟県市町村総合事務組合規約の変更について 

 

 

１ 規約変更の理由 

 

公平委員会に関する共同処理事務に見附市及び新潟県中越福祉事務組合

が追加加入することに伴い、構成団体である本広域連合においても新潟県

市町村総合事務組合の規約の変更について議決が必要であるため。 

 

 

２ 専決処分とした理由 

 

当該規約の変更に際し、新潟県市町村総合事務組合では、構成団体の規

約改正を受け、国・県への許可手続きが必要となり、期限を平成２７年２

月１０日としていることから、この期限において広域連合議会の招集が困

難であったため。 

 

 

 

以上の理由により、平成２７年２月２日付けで専決処分を行ったもの。 

議案第１号関係資料 



議案第１号関係 

新潟県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

新旧対照表 

新 旧 

別表第1 （略） 

 

別表第2（第3条関係） 

共同処理する事務 組合市町村等 

１ （略） （略） 

２ 地方公務員法(昭和 25 年法律

第 261号)第 7条第 3項の規定に

よる公平委員会の設置 

（略）、十日町市、見附市、村上市（略）

、三条･燕･西蒲･南蒲広域養護老人ホーム

施設組合、新潟県中越福祉事務組合、下

越障害福祉事務組合（略） 

 

３ 地方公務員法第 8 条第 2 項に

規定する公平委員会の権限 

（略）、十日町市、見附市、村上市（略）

、三条･燕･西蒲･南蒲広域養護老人ホーム

施設組合、新潟県中越福祉事務組合、下

越障害福祉事務組合（略） 

 

４～１６ （略） （略） 

   附 則 

この規約は、平成27年4月1日から施行する。 

 

別表第1 （略） 

 

別表第2（第3条関係） 

共同処理する事務 組合市町村等 

１ （略） （略） 

２ 地方公務員法(昭和 25年法律第

261号)第 7条第 3項の規定による

公平委員会の設置 

（略）、十日町市、村上市（略）、三条･

燕･西蒲･南蒲広域養護老人ホーム施設

組合、下越障害福祉事務組合（略） 

 

 

３ 地方公務員法第8条第2項に規

定する公平委員会の権限 

（略）、十日町市、村上市（略）、三条･

燕･西蒲･南蒲広域養護老人ホーム施設

組合、下越障害福祉事務組合（略） 

 

 

４～１６ （略） （略） 

 

 



 

 

 

 
 

 

議案第２号関係 
 

 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合行政手続条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 

 

 



 

 

議案第２号 新潟県後期高齢者医療広域連合行政手続条例の一部改正について 

 

 

１ 一部改正の理由 

 

平成２６年６月１３日に公布された行政手続法の一部改正にあわせ、新

潟県後期高齢者医療広域連合行政手続条例についても同様の改正を行う。 

 

 

２ 条例改正の概要 

 

   (1) 行政指導における許認可権限の根拠の明示の規定の追加 

   (2) 行政指導の中止等の求めに関する規定の追加 

   (3) 処分等の求めに関する規定の追加 

 

３ 施行日 

  平成２７年４月１日 

 

議案第２号関係資料 



議案第２号関係 

新潟県後期高齢者医療広域連合行政手続条例の一部を改正する条例 
新旧対照表 

新 旧 

   新潟県後期高齢者医療広域連合行政手続条例 

平成１９年３月１日 

条例第６号 

目次 

 第１章 総則（第１条－第４条） 

 第２章 申請に対する処分（第５条－第１１条） 

 第３章 不利益処分 

  第１節 通則（第１２条－第１４条） 

  第２節 聴聞（第１５条－第２６条） 

  第３節 弁明の機会の付与（第２７条－第２９条） 

 第４章 行政指導（第３０条－第３４条の２） 

 第４章の２ 処分等の求め（第３４条の３） 

 第５章 届出（第３５条） 

 第６章 雑則（第３６条・第３７条） 

 附則 

 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め 

 るところによる。 

 (1)～(5) （略） 

 (6) 不利益処分 行政庁が、条例等に基づき、特定の者を名宛人として、直 

  接にこれに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次 

  のいずれかに該当するものを除く。 

  ア （略） 

  イ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当 

   該申請をした者を名宛人としてされる処分 

  ウ 名宛人となるべき者の同意の下にすることとされている処分 

  エ （略） 

 (7)・(8) （略） 

 

   新潟県後期高齢者医療広域連合行政手続条例 

平成１９年３月１日 

条例第６号 

目次 

 第１章 総則（第１条－第４条） 

 第２章 申請に対する処分（第５条－第１１条） 

 第３章 不利益処分 

  第１節 通則（第１２条－第１４条） 

  第２節 聴聞（第１５条－第２６条） 

  第３節 弁明の機会の付与（第２７条－第２９条） 

 第４章 行政指導（第３０条－第３４条） 

  

 第５章 届出（第３５条） 

 第６章 雑則（第３６条・第３７条） 

 附則 

 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め 

 るところによる。 

 (1)～(5) （略） 

 (6) 不利益処分 行政庁が、条例等に基づき、特定の者を名あて人として、 

  直接にこれに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、 

  次のいずれかに該当するものを除く。 

  ア （略） 

  イ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当 

   該申請をした者を名あて人としてされる処分 

  ウ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分 

  エ （略） 

 (7)・(8) （略） 

 

 
 



 （適用除外） 

第３条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第４章の２までの 

 規定は、適用しない。 

 (1)～(4) （略） 

 (5) 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に 

  基づいてされる裁定その他の処分（その双方を名宛人とするものに限る。） 

 

 (6) 公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益に関わる事象が発生し、 

  又は発生する可能性のある現場において、これらの公益を確保するために 

  行使すべき権限を法律又は条例上直接に与えられた職員によってされる処 

  分及び行政指導 

 (7)・(8) （略） 

 

 （国の機関等に対する処分等の適用除外） 

第４条 国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分（これらの 

 機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名宛人となるものに限 

 る。）及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出（これらの機関 

 又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。） 

 については、この条例の規定は、適用しない。 

 

 （不利益処分をしようとする場合の手続） 

第１３条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に 

 従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名宛人となるべき者 

 について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 

 

 (1) 次のいずれかに該当するとき 聴聞 

  ア （略） 

  イ アに規定するもののほか、名宛人の資格又は地位を直接にはく奪する 

   不利益処分をしようとするとき。 

  ウ （略） 

 (2) （略） 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。 

 (1)～(4) （略） 

 (5) 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽 

  微なものであるため名宛人となる者の意見をあらかじめ聴くことを要しな 

 （適用除外） 

第３条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第４章までの規定 

 は、適用しない。 

 (1)～(4) （略） 

 (5) 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に 

  基づいてされる裁定その他の処分（その双方を名あて人とするものに限 

  る。） 

 (6) 公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益にかかわる事象が発生し、 

  又は発生する可能性のある現場において、これらの公益を確保するために 

  行使すべき権限を法律又は条例上直接に与えられた職員によってされる処 

  分及び行政指導 

 (7)・(8) （略） 

 

 （国の機関等に対する処分等の適用除外） 

第４条 国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分（これらの 

 機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限 

 る。）及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出（これらの機関 

 又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。） 

 については、この条例の規定は、適用しない。 

 

 （不利益処分をしようとする場合の手続） 

第１３条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に 

 従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき 

 者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならな 

 い。 

 (1) 次のいずれかに該当するとき 聴聞 

  ア （略） 

  イ アに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪す 

   る不利益処分をしようとするとき。 

  ウ （略） 

 (2) （略） 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。 

 (1)～(4) （略） 

 (5) 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽 

  微なものであるため名あて人となる者の意見をあらかじめ聴くことを要し 



  いものとして規則で定める処分をしようとするとき。 

 

 （不利益処分の理由の提示） 

第１４条 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名宛人に対し、同時 

 に当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さ 

 ないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。 

２ 行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名宛人の所在が判明しな 

 くなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるとき 

 を除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。 

３ （略） 

 

 （聴聞の通知の方式） 

第１５条 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相 

 当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事 

 項を書面により通知しなければならない。 

 (1)～(4) （略） 

２ （略） 

３ 行政庁は、不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合にお 

 いては、第１項の規定による通知を、その者の氏名、同項第３号及び第４号 

 に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をい 

 つでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することに 

 よって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から２週間 

 を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。 

 

 （続行期日の指定） 

第２２条 （略） 

２ （略） 

３ 第１５条第３項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参加人の 

 所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場合にお 

 いて、同条第３項中「不利益処分の名宛人となるべき者」とあるのは「当事 

 者又は参加人」と、「掲示を始めた日から２週間を経過したとき」とあるの 

 は「掲示を始めた日から２週間を経過したとき（同一の当事者又は参加人に 

 対する２回目以降の通知にあっては、掲示を始めた日の翌日）」と読み替え 

 るものとする。 

 

  ないものとして規則で定める処分をしようとするとき。 

 

 （不利益処分の理由の提示） 

第１４条 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時 

 に当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さ 

 ないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。 

２ 行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明し 

 なくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があると 

 きを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。 

３ （略） 

 

 （聴聞の通知の方式） 

第１５条 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相 

 当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる 

 事項を書面により通知しなければならない。 

 (1)～(4) （略） 

２ （略） 

３ 行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合に 

 おいては、第１項の規定による通知を、その者の氏名、同項第３号及び第４ 

 号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面を 

 いつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示すること 

 によって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から２週 

 間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。 

 

 （続行期日の指定） 

第２２条 （略） 

２ （略） 

３ 第１５条第３項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参加人の 

 所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場合にお 

 いて、同条第３項中「不利益処分の名あて人となるべき者」とあるのは「当 

 事者又は参加人」と、「掲示を始めた日から２週間を経過したとき」とある 

 のは「掲示を始めた日から２週間を経過したとき（同一の当事者又は参加人 

 に対する２回目以降の通知にあっては、掲示を始めた日の翌日）」と読み替 

 えるものとする。 

 



 （弁明の機会の付与の通知の方式） 

第２８条 行政庁は、弁明書の提出期限（口頭による弁明の機会の付与を行う 

 場合には、その日時）までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人とな 

 るべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

 (1)～(3) （略） 

 

 （行政指導の方式） 

第３３条 （略） 

２ 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、広域連合の機関が許認 

 可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示す 

 ときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。 

 (1) 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項 

 (2) 前号の条項に規定する要件 

 (3) 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由 

３ 行政指導が口頭で示された場合において、その相手方から前２項に規定す 

 る事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者 

 は行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。 

４ 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。 

 (1)・(2) （略） 

 

 （行政指導の中止等の求め） 

第３４条の２ 法令に違反する行為の是正を求める行政指導（その根拠となる

規定が法律又は条例に置かれているものに限る。）の相手方は、当該行政指導

が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行

政指導をした広域連合の機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中

止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指

導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたもの

であるときは、この限りでない。 

２ 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければ 

 ならない。 

 (1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所 

 (2) 当該行政指導の内容 

 (3) 当該行政指導がその根拠とする法律又は条例の条項 

 (4) 前号の条項に規定する要件 

 (5) 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由 

 （弁明の機会の付与の通知の方式） 

第２８条 行政庁は、弁明書の提出期限（口頭による弁明の機会の付与を行う 

 場合には、その日時）までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人と 

 なるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

 (1)～(3) （略） 

 

 （行政指導の方式） 

第３３条 （略） 

 

 

 

 

 

 

２ 行政指導が口頭で示された場合において、その相手方から前項に規定する 

 事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は 

 行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。 

３ 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。 

 (1)・(2) （略） 



 (6) その他参考となる事項 

３ 当該広域連合の機関は、第１項の規定による申出があったときは、必要な

調査を行い、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しない

と認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければなら

ない。 

 

   第４章の２ 処分等の求め 

 

第３４条の３ 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正の 

ためにされるべき処分又は行政指導（その根拠となる規定が法律又は条例に

おかれているものに限る。）がされていないと思料するときは、当該処分をす

る権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する広域連合の機関

に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めること

ができる。 

２ 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければな 

 らない。 

 (1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所 

 (2) 法令に違反する事実の内容 

 (3) 当該処分又は行政指導の内容 

 (4) 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項 

 (5) 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由 

 (6) その他参考となる事項 

３ 当該行政庁又は広域連合の機関は、第１項の規定による申出があったとき 

 は、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該 

 処分又は行政指導をしなければならない。 

 

   附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 



 

 

 

 
 

 

議案第３号関係 
 

 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部を 

改正する条例 

 

 

 

 



 

 

議案第３号 新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金

条例の一部改正について 

 

 

１ 一部改正の理由 

 

平成２６年度末となっている当該基金条例の失効期日について、国が示

している後期高齢者医療制度臨時特例基金管理運営要領に準じ、失効期日

を平成２７年度末とする。 

 

 

２ 条例改正の概要 

 

   失効期日を平成２６年度末から平成２７年度末とする。 

 

３ 施行日 

  公布の日 

 

議案第３号関係資料 



議案第３号関係 

新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部を改正する条例 
新旧対照表 

新 旧 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

(この条例の失効） 

２ この条例は、平成２８年３月３１日限り、その効力を失う。 

（基金残額の返還） 

３ 前項の場合において、基金に残額があるときは、当該基金の残額を一般

会計歳入歳出予算に計上し、国庫に納付するものとする。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

(この条例の失効） 

２ この条例は、平成２７年３月３１日限り、その効力を失う。 

（基金残額の返還） 

３ 前項の場合において、基金に残額があるときは、当該基金の残額を一般

会計歳入歳出予算に計上し、国庫に納付するものとする。 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

議案第４号関係 
 

 

 

平成２６年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号） 

 

 



議案第４号関係資料

議案第４号 平成26年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算

（第１号）について

【 補 正 額 】

【補正理由】

【歳入予算】 （予算書５頁及び６頁） （単位：千円）

款 補正前の額 補正額 計

 分担金及び
 負担金

925,040 △ 68,770 856,270 ・共通経費負担金

繰越金 1 84,239 84,240 ・前年度繰越金

補正されなかった款
にかかる額 1,789,765 1,789,765

歳入合計 2,714,806 15,469 2,730,275

【歳出予算】 （予算書７頁及び８頁） （単位：千円）

款 補正前の額 補正額 計

総務費 2,713,417 15,469 2,728,886 〇一般管理費

 ・償還金（H25実績精算分）

　　医療財政調整交付金
　　（特別調整交付金）

　　医療制度事業費補助金

補正されなかった款
にかかる額 1,389 1,389

歳出合計 2,714,806 15,469 2,730,275

15,469千円　追加

15,469

説　明

前年度繰越金を確定するとともに、前年度事業実績の精算に伴う共通経費負
担金及び償還金を補正するもの

15,389

80

説　明

△ 68,770

84,239



　　　平成２６年度  広域連合共通経費負担金内訳資料
（単位：千円）

補正前 補正額 補正後

1 新潟市 269,640 △ 20,045 249,595

2 長岡市 100,870 △ 7,499 93,371

3 三条市 38,756 △ 2,882 35,874

4 柏崎市 35,588 △ 2,645 32,943

5 新発田市 39,148 △ 2,910 36,238

6 小千谷市 16,995 △ 1,264 15,731

7 加茂市 14,093 △ 1,048 13,045

8 十日町市 26,187 △ 1,947 24,240

9 見附市 17,755 △ 1,320 16,435

10 村上市 28,816 △ 2,142 26,674

11 燕市 30,990 △ 2,304 28,686

12 糸魚川市 21,813 △ 1,621 20,192

13 妙高市 16,506 △ 1,227 15,279

14 五泉市 23,154 △ 1,721 21,433

15 上越市 74,716 △ 5,555 69,161

16 阿賀野市 19,363 △ 1,440 17,923

17 佐渡市 29,713 △ 2,209 27,504

18 魚沼市 18,244 △ 1,357 16,887

19 南魚沼市 24,864 △ 1,849 23,015

20 胎内市 14,420 △ 1,072 13,348

21 聖籠町 7,589 △ 564 7,025

22 弥彦村 5,957 △ 443 5,514

23 田上町 7,486 △ 557 6,929

24 阿賀町 9,205 △ 684 8,521

25 出雲崎町 5,274 △ 392 4,882

26 湯沢町 6,195 △ 460 5,735

27 津南町 7,838 △ 582 7,256

28 刈羽村 4,807 △ 357 4,450

29 関川村 5,813 △ 432 5,381

30 粟島浦村 3,260 △ 242 3,018

925,055 △ 68,770 856,285

925,040 △ 68,770 856,270広域連合予算額

共通経費負担金

合　計

市町村

別紙（議案第４号参考資料） 



 

 

 

 
 

 

議案第５号関係 
 

 

 

平成２６年度新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計 

補正予算（第２号） 

 



議案第５号関係資料

議案第５号 平成26年度新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療
特別会計補正予算（第２号）について

【 補 正 額 】

【補正理由】

【歳入予算】 （予算書５頁及び６頁） （単位：千円）

款 補正前の額 補正額 計

繰越金 3,628,684 797,428 4,426,112 ・前年度繰越金

補正されなかった
款にかかる額 252,020,509 252,020,509

歳入合計 255,649,193 797,428 256,446,621

【歳出予算】 （予算書７頁から10頁） （単位：千円）

款 補正前の額 補正額 計

総務費 851,421 789,191 1,640,612 〇医療財政調整基金経費

 ・医療財政調整基金積立金

諸支出金 3,703,292 8,237 3,711,529 〇償還金

 ・医療財政調整交付金
　（特別調整交付金）

 ・一部負担等差額補てん金

〇還付加算金

補正されなかった
款にかかる額 251,094,480 251,094,480

歳出合計 255,649,193 797,428 256,446,621

6,808

734

6,074

1,429

説　明

789,191

797,428千円　追加

前年度繰越金を確定するとともに、前年度事業実績の精算に伴う償還金等や
医療財政調整基金積立金を補正するもの

説　明

797,428



 

 

 

 
 

 

議案第６号関係 
 

 

 

平成２７年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計予算 

 

 

 

 



 

 

議案第６号関係資料 

 

議案第 6 号 平成 27 年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計予算について 

 

《歳入歳出予算総額》 29 億 3,968 万 3千円 （対前年度 224,877 千円、8.3％増） 

 

 

 

 

 

【歳入予算】                                            （単位：千円） 

款 27年度予算 26年度予算 比 較 説    明 

分担金及び

負担金 
974,316 925,040 

49,276 

（5.3％） 
共通経費負担金 ※別紙参照 

国庫支出金 1,957,705 1,780,873 176,832 

後期高齢者医療制度事業費補助 

（医療費適正化等推進事業） ・・・7,035 

高齢者医療制度円滑運営臨時特例

交付金 

（低所得者・被扶養者の保険料軽減分） 

・・・・1,869,749 

特別調整交付金 

（長寿・健康増進事業等） ・・・・80,921 

繰入金 

 
6,978 7,710 △732 

臨時特例基金繰入金 

（特別対策補助金分等）・・・・・・・6,978 

その他の 

款の計 
684 1,183 △499 財産収入、繰越金、諸収入 

歳入合計 2,939,683 2,714,806 224,877  

 

 

 

 

 

 

 

【増減の主なもの】 

増 臨時特例基金積立金 … 178,543 千円（財源：後期高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金） 

低所得者・被扶養者の保険料軽減措置に要する経費の増加によるもの。 

特別会計事務費繰出金 … 51,028 千円（財源：共通経費負担金） 

特別会計における番号制度導入に伴うシステム改修関係経費などの増加によるもの。 

 

【歳出予算】                                             （単位：千円） 

款 27年度予算 26 年度予算 比 較 説    明 

総務費 2,938,294 2,713,417 224,877 

一般管理事務費・・・・・・・・・・・・・910,488 

・事務局運営費等           24,419 

・特別会計事務費繰出金      886,069 

 

職員派遣関係経費・・・・・・・・・・・・55,415 

・総務課等職員人件費負担金   54,008 

 

後期高齢者医療制度事業費（補助事業） ・・・・14,071 

・後発医薬品使用促進等経費    13,594 

・後発医薬品に係る広報経費      477 

 

臨時特例基金事業費（補助事業）  1,877,027 

・市町村での広報・相談体制補助 3,500 

・臨時特例基金積立金     1,869,749 

 

特別調整交付金事業費（補助事業）・・・ 81,039 

・医療懇談会運営等経費         230 

・適正受診に係る広報経費        809 

・長寿・健康増進事業          80,000 

 

 

 

その他の 

款の計 
1,389 1,389 0 議会費、予備費 

歳出合計 2,939,683 2,714,806 224,877  

 



平成27年度予算における市町村共通経費負担金見込一覧
（単位：千円）

1 新潟市 284,003

2 長岡市 106,243

3 三条市 40,820

4 柏崎市 37,484

5 新発田市 41,233

6 小千谷市 17,900

7 加茂市 14,843

8 十日町市 27,581

9 見附市 18,700

10 村上市 30,351

11 燕市 32,640

12 糸魚川市 22,975

13 妙高市 17,384

14 五泉市 24,387

15 上越市 78,695

16 阿賀野市 20,394

17 佐渡市 31,296

18 魚沼市 19,215

19 南魚沼市 26,187

20 胎内市 15,187

21 聖籠町 7,993

22 弥彦村 6,274

23 田上町 7,884

24 阿賀町 9,695

25 出雲崎町 5,555

26 湯沢町 6,525

27 津南町 8,255

28 刈羽村 5,063

29 関川村 6,122

30 粟島浦村 3,434

合　計 974,316

連合予算額 974,316

№ 市町村名 共通経費負担金

別紙（議案第６号参考資料） 



 

 

 

 
 

 

議案第７号関係 
 

 

 

平成２７年度新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算 

 

 

 

 



 

 

議案第７号関係資料 

 

議案第７号 平成 27年度新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療 

     特別会計予算について 

 

《歳入歳出予算総額》 2,594億 8,084万 1千円 （対前年度 7,509,541千円、3.0％増） 

 

 

【歳入予算】                                              （単位：千円） 

款 27 年度予算 26 年度予算 比 較 説    明 

市町村支出金 41,346,891 40,505,278 841,613  

 

 

 

保険料等 
負担金 

20,857,378 20,600,230 257,148 
保険料徴収分＋保険料軽減分負担金 

※別紙【Ｂ、Ｃ】参照 

療養給付 
費負担金 

20,489,513 19,905,048 584,465 
療養給付費負担金 

※別紙【Ａ】参照 

国庫支出金 86,277,799 83,791,457 2,486,342 

療養給付費負担金・・・・・・ 61,468,540 

高額医療費負担金・・・・・・・・ 749,217 

普通調整交付金・・・・・・・・ 23,901,098 

事業費補助金・・・・・・・・・・・・ 158,944 

県支出金 21,538,730 20,927,643 611,087 

療養給付費負担金・・・・・・ 20,489,513 

高額医療費負担金・・・・・・・・ 749,217 

県財政安定化基金交付金・・ 300,000 

支払基金交付金  105,386,684 102,381,130 3,005,554 後期高齢者交付金・・・・・・105,386,684 

繰入金 4,575,532 4,011,875 563,657 

事務費繰入金・・・・・・・・・・・・  886,069 

臨時特例基金繰入・・・・・・・ 1,869,748 

医療財政調整基金繰入金  ・・ 1,819,715 

その他の 

款の計 
355,205 353,917 1,288 

特別高額医療費共同事業交付金、 

財産収入、繰越金、県財政安定化基金

借入金、諸収入 

歳入合計 259,480,841 251,971,300 7,509,541  

 

 

 

 

【増減の主なもの】 

増 療養給付費 … 6,954,455 千円（財源：保険料等負担金など） 

一人当たり医療給付費見込みの増加のため。 

※平成 26 年度 ＠698,854 円 → 平成 27 年度 ＠710,735 円 

償還金 … 108,740 千円（財源：医療財政調整基金繰入金） 

国、県、市町村、支払基金の負担金等の再算定による精算金 

 

【歳出予算】                                              （単位：千円） 

款 27 年度予算 26 年度予算 比 較 説    明 

総務費 900,629 851,421 49,208 

総務管理費・・・・・・・・・・・・・・900,629 

（医療給付経費等各種事務費） 

・業務一般管理費        116,281 

・医療給付経費          461,563 

・電算システム経費      320,215 

保険給付費 257,816,168 250,492,606 7,323,562 

療養諸費・・・・・・・・・・・・・248,435,675 

・療養給付費        240,338,267 

・療養費              1,997,191 

・食事・生活療養費    4,916,162 

・訪問看護療養費        509,540 

・審査支払手数料        673,914 

高額療養諸費・・・・・・・・・・・8,288,343 

・高額療養費          8,124,470 

その他医療給付費・・・・・・・1,092,150 

・葬祭費              1,092,150 

保健事業費 451,523 426,598 24,925 

健康保持推進事業費・・・・・・451,523 

・健康診査事業費     435,942 

・〔拡充〕歯科健康診査事業費   15,580 

諸支出金 134,139 25,399 108,740 

償還金及び還付加算金・・・・134,138 

・保険料還付金            25,000 
・償還金                 108,741 
・還付加算金                 397 

延滞金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

その他の 

款の計 
178,382 175,276 3,106 

県財政安定化基金拠出金、 

特別高額医療費共同事業拠出金、 

公債費、予備費 

歳出合計 259,480,841 251,971,300 7,509,541  

 



（単位：千円）

（保険料軽減分）
【B】

※保険基盤安定制度分

（徴収分）
【C】

1 新潟市 6,466,050 1,425,817 5,723,065

2 長岡市 2,186,450 598,794 1,844,211

3 三条市 838,355 236,373 656,461

4 柏崎市 823,285 207,007 638,696

5 新発田市 809,953 236,920 632,849

6 小千谷市 337,430 93,793 229,038

7 加茂市 293,427 76,913 197,457

8 十日町市 587,431 187,609 347,046

9 見附市 375,629 97,200 236,197

10 村上市 708,415 203,182 416,131

11 燕市 610,483 173,568 498,401

12 糸魚川市 505,710 130,579 396,866

13 妙高市 382,252 87,152 256,103

14 五泉市 504,064 148,971 306,086

15 上越市 1,841,701 440,937 1,325,656

16 阿賀野市 407,207 118,632 204,183

17 佐渡市 750,561 244,368 438,993

18 魚沼市 384,117 112,385 219,682

19 南魚沼市 538,796 144,407 319,178

20 胎内市 284,294 79,505 176,693

21 聖籠町 99,180 27,607 43,667

22 弥彦村 60,631 17,705 44,723

23 田上町 102,493 27,751 70,770

24 阿賀町 198,800 61,405 97,223

25 出雲崎町 69,915 18,818 36,660

26 湯沢町 63,646 20,034 65,768

27 津南町 125,168 42,030 71,725

28 刈羽村 35,919 10,463 29,886

29 関川村 93,355 25,209 33,858

30 粟島浦村 4,796 2,048 2,924

合　計 20,489,513 5,297,182 15,560,196

連合予算額 20,489,513 20,857,378

平成27年度予算における市町村療養給付費負担金・保険料等負担金見込一覧

№ 市町村名
療養給付費負担金

【A】

保険料等負担金

別紙（議案第７号参考資料） 


